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  准看護師が次の事由のいずれかに該当するとき、次に掲げる処分をすることができる。 
 
 
 【事 由】 
    １ 罰金以上の刑に処せられた者 
    ２ １に該当するものを除くほか、准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 
    ３ 心身の障害により准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 
    ４ 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 
    ５ 准看護師としての品位を損するような行為のあった者 
 
 【処 分】 
    １ 戒告 
    ２ 三年以内の業務の停止 
    ３ 免許の取消し 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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